
大阪市水道局民間企業派遣研修実施要綱 

 

（平成 19 年６月 15日局長決） 

（最近改正 平成 23年４月１日職員課長決） 

（目的） 

第１条 この要綱は、公務の公正な運営を確保しつつ、水道局職員（以下「職員」という。）に第２条で

規定する民間企業の業務を体験させる研修（以下「民間企業派遣研修」という。）の実施に関し必要

な事項を定めることにより、民間企業において顧客志向による対人サービスや企画運営を体験し、ま

た実務を通して外部人材（企業社員）と交流することにより、幅広い視野・見識、豊かな創造力、コ

スト意識、お客さまの視点に立った発想力・行動力を習得し、よりお客さま志向の施策を推進できる

人材育成を進め、当局の発展に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「民間企業」とは、次に掲げる法人等（大阪市が出資している法人等その他

の大阪市と密接な関係におる法人等を除く。）をいう。 

 （１）会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項に規定する株式会社、合名会社、合資会社又

は合同会社 

 （２）保険業法（平成７年法律第１０５号）第２条第５項に規定する相互会社 

 （３）前２号に掲げる法人のほか、組織の目的、経営形態等がこれらに準ずる法人等 

（研修の実施） 

第３条 民間企業派遣研修は次により実施する。 

 （１）民間企業派遣研修の期間は、１年以内とする。 

 （２）民間企業派遣研修における具体的な研修内容等はあらかじめ派遣先の民間企業と総務部職員課                                

の間で取り決める。（勤務時間（超過勤務を含む）、休息時間、週休日及び休日等の一週間の勤務

形態は、受け入れ先の民間企業の職員の例により、年次有給休暇及び特別休暇は本市職員の例に

よる。） 

（書面による確認） 

第４条 民間企業派遣研修の実施に当たっては、次に掲げる事項について、当該民間企業派遣研修を実

施しようとする民間企業と書面を交換して確認するものとする。 

 （１）民間企業派遣研修の期間 

 （２）民間企業派遣研修を受ける職員の氏名、所属、職種、職階、年齢等 

 （３）民間企業派遣研修を受ける職員が配属される民間企業の部署等 

 （４）民間企業派遣研修を実施する民間企業において職員が体験する業務の内容 

 （５）職員の服務及び勤務条件に関する事項 

 （６）費用負担に関する事項 

 （７）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（研修生の報告義務） 

第５条 研修生は、民間企業派遣研修期間中に、適宜その成果について局長に報告書を提出しなければ

ならない。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、民間企業派遣研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

  附 則 



 この要綱は、平成 19年６月 21日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 


